
【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源分） 244,204 千円

【歳出】社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費 （単位：千円）

国庫
支出金

県支出金 町債 その他
地方消費税
交付金

その他

社会福祉総務費 157,611 16,207 44,210 0 41 18,407 78,746

障害者福祉費 418,775 188,401 95,221 6,700 5,679 23,261 99,513

老人福祉費 728,218 14,894 69 0 49,553 125,744 537,958

地域支援事業費 70,404 0 0 0 46,527 4,524 19,353

老人福祉センター費 12,572 0 0 0 0 2,382 10,190

児童福祉総務費 5,716 0 0 0 14 1,080 4,622

児童措置費 253,823 175,377 39,047 0 465 7,376 31,558

母子福祉費 3,090 0 1,096 0 20 374 1,600

保育所費 233,603 16,486 10,574 0 24,194 34,547 147,802

子育て支援費 64,155 24,066 16,261 0 13 4,512 19,303

子育てふれあいセンター費 10,300 2,173 2,173 0 26 1,124 4,804

保健衛生総務費 4,987 0 0 0 1 945 4,041

母子衛生費 17,302 561 0 0 0 3,172 13,569

成人病検診費 22,789 0 372 0 6,291 3,055 13,071

予防費 53,713 5,189 0 0 0 9,193 39,331

健康づくり推進事業費 2,757 0 356 0 260 406 1,735

高浜健康温泉センター費 31,238 0 0 0 9,587 4,102 17,549

2,091,053 443,354 209,379 6,700 142,671 244,204 1,044,745
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合計

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分

引き上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について

　消費税率（国・地方）は、平成26年4月1日より5％から8％に、令和元年10月1日より8％から10％に引き上げられ、消
費税の増収分（社会保障財源分）については、全て社会保障施策に要する経費に充てることとされています。

　令和２年度下諏訪町一般会計決算における充当状況については、以下のとおりです。
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区分 決算額

財源内訳
特定財源 一般財源


